
６．インターホン Ｎｏ.17の写真 　ｐ.13

尼崎市　住宅政策課

（令和７年12月更新版）

４．浴室 Ｎｏ.13とＮｏ．14の写真 　ｐ.11～12

５．敷地内 Ｎｏ.15又はＮｏ．16のいずれかの写真 　ｐ.12

２．バルコニー Ｎｏ.５～Ｎｏ．９のすべての写真 　ｐ.６～８

３．階段 Ｎｏ.10～Ｎｏ．12のすべての写真 　ｐ.９～10

　項　目　  提 出 必 要 写 真  参 照 ペ ー ジ

１．室内扉 Ｎｏ.1～Ｎｏ．４のいずれかの写真 　ｐ.4～５

尼崎市新築・中古戸建住宅取得補助事業における

安全性の基準の解説

及び

報告写真の撮り方

安全性の基準一覧（ｐ.2～3）をご確認の上、各項目にて必要な写真をご提出ください。
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基準の全てを満たすものであること。

安全性の基準一覧（要綱 別表２より抜粋）　

新築住宅の場合は３項目以上、中古住宅の場合は２項目以上の、項目ごとに定められた
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⑤　写真サイズはどの大きさでも可。（ただし、測定が必要な項目については、寸法が確認できること。）

⑥　家庭用プリンタによる普通紙での出力可。（Ａ４用紙サイズに複数写真まとめての提出も可。）

⑦　写真加工は原則、不可。（明るさ調整程度は可。）

⑧　バルコニー、階段がない場合、無いことが分かる平面図などの図面を写真の代わりに提出すること。

⑨　その他、提出にあたり不適切と判断した場合、再提出をお願いすることがあります。

写真提出に伴う仕様等（共通）

①　補助対象住宅にて撮影した写真であること。

②　各選択項目にて提出が必要な写真については、当資料にて詳細確認した上で撮影すること。

③　縦撮り・横撮りどちらでも可。

④　カラー・白黒どちらでも可。
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№ ： 2-（1）

区分

基準 ： ゆっくり閉まる構造

補足 ：
引き戸の上部（図中丸部分）が確認
できるように撮影

： 室内扉

形状 ： 引き戸

箇所 ： ドアクローザー機能（扉側）

扉側もしくはレール側のどちらか
の提出で可

箇所 ： 引き残し

基準 ： 100ｍｍ程度（目安）

№ ： １（解説）

区分 ： 室内扉

形状 ： 引き戸

補足 ：

№ ： 1

区分 ： 室内扉

基準 ： 100ｍｍ程度（目安）

補足 ： 指をはさまないように引き残しが
あるか確認できるようにスケール
等をあてた状態で撮影。
（写真のように引き残し50ｍｍで
取っ手部分が残り、指をはさむ危
険性はない場合、100ｍｍ以下で
も可。）

形状 ： 引き戸

箇所 ： 引き残し

扉扉

指をはさむ危険性あり

出入口出入口

解説

取っ手部分が残る

「引き残し」とは、扉が完全に開ききらずに残る部分のこと。

指をはさむ危険性なし

（ドアクローザー機能：閉扉時に勢いよく扉が閉まるのを防ぐ役割がある。）

（イメージ）※メーカーにより形状は異なります。

引き残し

（イメージ）

（イメージ）

建具枠
建具枠

建具枠 建具枠

建具枠
建具枠
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№ ： 4

区分 ：

基準 ： 開けた状態で固定できる構造

補足 ：
扉の下部に固定できるものがある
ことを確認できるよう撮影

室内扉

形状 ： 引き戸

箇所 ： ドアストッパー機能

№ ： 3

区分 ：

基準 ： ゆっくり閉まる構造

補足 ：
扉の上部に速度調整のできるもの
があることを確認できるよう撮影

室内扉

形状 ： 開き戸

箇所 ： ドアクローザー機能

№ ： 2-（2）

区分 ：

基準 ： ゆっくり閉まる構造

補足 ：
レール上部（図中丸部分）が確認で
きるように撮影

室内扉

形状 ： 引き戸

箇所 ： ドアクローザー機能（レール側）

扉側もしくはレール側のどちらか
の提出で可

（ドアクローザー機能：閉扉時に勢いよく扉が閉まるのを防ぐ役割がある。）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）
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№ ： ５（解説）

区分 ：

基準 ： 足がかりがない形状

補足 ：

バルコニー

形状 ： 手すりの形状

箇所 ： 全景

№ ： ５（解説）

区分 ：

基準 ： 足がかりがない形状

補足 ：

バルコニー

形状 ： 手すりの形状

箇所 ： 全景

№ ： 5

区分 ：

基準 ： 足がかりがない形状

補足 ：
転落する可能性のあるいずれかの
面を撮影

バルコニー　１（１）

形状 ： 手すりの形状

箇所 ： 全景

（イメージ）

解説 「足がかり」とは、足をかける部分のこと。

（足をかける部分のない腰壁等のイメージ（一例））

（足をかける部分のある腰壁等のイメージ（一例））

解説 （イメージ）

横桟の手すりの場合は、ハシゴ

のように登る可能性があり危険

足がかり

（足のかかる部分）
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：
手すり位置が床面から650ｍｍ以
上の場合は、写真撮影不要

№ ： 7

区分 ： バルコニー　1（3）

基準 ： 110ｍｍ以下（内寸寸法）

補足 ：
基準となる間隔が確認できるよう
にスケール等をあてた状態で撮影

形状 ： 手すりの形状

箇所 ： 格子の間隔

№ ： ６（解説）

区分 ： バルコニー

基準 ： 手すりの上端が床面から1,100ｍ
ｍ以上（腰壁300ｍｍ以上650ｍ
ｍ未満の場合は、手すりの高さが
800ｍｍ以上）

補足 ：

形状 ： 腰壁の形状

箇所 ： 高さ

№ ： 6

区分 ：

基準 ： 手すりの上端が床面から1,100ｍ
ｍ以上（腰壁等300ｍｍ以上650
ｍｍ未満の場合は、手すりの高さ
が800ｍｍ以上）

補足 ：
基準となる高さが確認できるよう
にスケール等をあてた状態で撮影

バルコニー　1（2）ア・イ・ウ

形状 ： 腰壁等の形状

箇所 ： 高さ

（イメージ）

解説
Ａ

650mm≦Ａ＜1,100mm

1,
10
0ｍ

ｍ
以
上

80
0ｍ

ｍ
以
上

（イメージ）

「足のかかる部分」が

650mm以上1,100mm未満

「足のかかる部分」が

300mm未満
「足のかかる部分」が

300mm以上650mm未満

Ａ＜300mm 300mm≦Ａ＜650mm

1,
10
0ｍ

ｍ
以
上
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距離が確保できない場合は、高さ
900ｍｍ以上の柵等で囲う。

補足 ：

箇所 ： 足がかりとなるものの有無確認

基準 ：
手すりから600ｍｍ以上離れた場
所での室外機等の設置となってい
るか

№ ： 9（解説）

区分 ： バルコニー

形状 ：
室外機等の足がかりとなるもの設
置

補足 ：
Ｎｏ.5で提出の全景写真との兼用
可。

基準 ：
手すりから600ｍｍ以上離れた場
所での室外機等の設置する。

距離が確保できない場合は、高さ
900ｍｍ以上の柵等で囲う。

№ ： 9

区分 ：

基準 ： 90ｍｍ以下（内寸寸法）

補足 ：
基準となる間隔が確認できるよう
にスケール等をあてた状態で撮影

バルコニー　2（１）、（２）

形状 ：
室外機等の足がかりとなるもの設
置

箇所 ： 足がかりとなるものの有無確認

： バルコニー　1（4）

形状 ： 手すりの形状

箇所 ： 手すり下部の隙間

№ ： 8

区分

（イメージ）

（イメージ）

解説

危険
危険

危険

転落防止を防ぐには、手すりに登れる状況を作らない。

踏台となる可能性がある園芸台等を手すり側に置かない。

容易に動かせる椅子等は踏台となる可能性があるためバルコニーに置かない。

設置位置の見直し

室外機等を設置する場合、手すり

から離れた安全な位置とする。

600ｍｍ以上
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※スケルトン階段での建築の場合、
別項目の基準にて要検討。

基準 ： 30ｍｍ以下

補足 ：
蹴込み板がない場合、幼児・物等の
転落の恐れがあるため、安全基準
不適合

№ ： 10-（3）

区分 ： 階段　１（3）

基準② ：
けあげ寸法×2+踏面寸法＝550
ｍｍ～650ｍｍ

基準③ ： 踏面寸法195ｍｍ以上

形状 ： 蹴込み

箇所 ：

箇所 ： 勾配

基準① ： 勾配22/21以下

№ ： 10-（2）

区分 ： 階段　１（１）（２）

形状 ： 踏面・けあげ

踏面寸法195ｍｍ以上
（※）詳細左記参照

基準① ： 勾配22/21以下

基準② ：
けあげ寸法×2+踏面寸法＝550
ｍｍ～650ｍｍ

№ ： 10-（1）

区分 ： 階段　１（１）（２）

形状 ： 踏面・けあげ

箇所 ： 勾配

基準③ ：

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（けあげの計測）

（蹴込みの計測）

（踏板の計測）
（※）踏面寸法の確認方法

蹴込みの計測寸法を引いた

寸法が195ｍｍ以上必要。

まず、踏板の計測（右図参照）

次に、蹴込みの計測

（下No.10-(3)参照)

（見本写真の場合、

235-30＝205≧195）…ＯＫ

（イメージ）
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・表面材質・塗装(滑りにくい材質)
・形状加工系（溝加工）

基準 ： 滑り防止の部材を用いる

補足 ： Ｎｏ.10で提出の写真との兼用可。

№ ： 12

区分 ：

基準 ： 踏面から高さ700～900ｍｍ

補足 ：
子ども用の手すりを設ける場合、
踏面から高さ650ｍｍ程度の位置

階段　３

形状 ： 滑り止め仕様

箇所 ： 踏面

形状 ： 手すり

箇所 ： 手すり（片側のみも可）

№ ： 11

区分 ： 階段　2（１）（２）

№ ： 10（解説）

区分 ： 階段

形状 ：

補足 ：

箇所 ：

基準 ：

（イメージ）

「踏面」「けあげ」「蹴込み」とは、下図①、⑦、④を参照。

「勾配22/21」とは、蹴上22、踏面21の比率(約46°)の階段勾配

（イメージ）溝加工 表面加工の例：カーペット敷、コルク製、ザラザラとした表面塗装等

解説

蹴上22

踏面21

勾配22/21のイメージ

（けあげ）

み

（＝②踏板-④蹴込み）
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基準 ：

補足 ：

№ ： 13（解説）

区分 ： 浴室

基準② ：
浴室内の床からまたぎの高低差が
180ｍｍ以下

補足 ：

形状 ： 単純段差・またぎ段差

箇所 ：

箇所 ： 出入口

基準① ： 内外の高低差が120ｍｍ以下

№ ： 13-（2）

区分 ： 浴室　1（2）

形状 ： またぎ段差

№ ： 13-（1）

区分 ： 浴室　1（1）

形状 ： 単純段差

補足 ：

箇所 ： 出入口

基準 ： 高低差20ｍｍ以下

（イメージ）

解説

（イメージ）

室内側

（脱衣室等）

浴室側

（120ｍｍ以下）（180ｍｍ以下）

扉位置

※またぎ段差の場合、内外の高低差120ｍｍ以下を確認するため、

浴室側及び室内側の両側から段差のわかる写真撮影が必要。

「またぎ段差」とは、床面が凸になっており、

またぎ越す必要のある段差のこと。

主に、浴室の水が室内に流入することを防ぐ役割がある。

「単純段差」とは、２０ｍｍ以下の段差をいう。

（段差の計測）
例：イメージ写真のように浴室床と脱衣洗面床が

ほぼフラットな場合、ゴムパッキン付近の高さを計測
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№ ： 16

区分 ： 敷地内

形状 ： センサーライト

補足 ：
人感センサー機能付であることが
確認できるように撮影

箇所 ： 屋外

基準 ： ー

№ ： 15

区分 ： 敷地内

形状 ： 防犯カメラ

補足 ：
カメラ機能のないダミーカメラで
も可

箇所 ： 屋外

基準 ： ー

№ ： 14

区分 ： 浴室　2

形状 ： チャイルドロック

補足 ：

箇所 ： 扉

基準 ： 脱衣室側から施錠可能であること

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）
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箇所 ：

基準 ：

№ ：

区分 ：

形状 ：

補足 ：

№ ：

区分 ：

形状 ：

補足 ：

箇所 ：

基準 ：

№ ： 17

区分 ： インターホン

形状 ： カメラ付きインターホン

補足 ：
室内からのモニター画面の写真で
も可

箇所 ： 屋外

基準 ： ー

（イメージ）

以上、ご不明な点ありましたら、

尼崎市 住宅政策課（06-6489-6608）まで

お問合せください。
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